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手続き・お知らせ

５
月
１
日
㈬
は
臨
時
開
庁
し
ま
す

問 

伊
奈
庁
舎
総
務
課　
☎
58
‐
２
１
１
１

お知らせ

　

４
月
27
日
㈯
～
５
月
６
日
㈪
ま
で

の
大
型
連
休
に
伴
い
、
連
休
前
後
は

４月

27 日㈯  閉庁

28 日㈰  伊奈庁舎開庁
（午前のみ）

29 日㈪ 昭和の日  閉庁

30 日㈫ 国民の休日  閉庁

５月

１日㈬ 即位の日  伊奈庁舎開庁
（終日）

２日㈭ 国民の休日  閉庁

３日㈮ 憲法記念日  閉庁

４日㈯ みどりの日  閉庁

５日㈰ こどもの日  谷和原庁舎開庁
（午前のみ）

６日㈪ 振替休日  閉庁

〇午前のみ…午前８時 30 分～正午
〇終日…午前８時 30 分～午後５時 15 分

連休中の窓口開庁日程
税務関係 納税証明書、所得証明書、評価証明書、

軽自動車車検用納税証明書などの交付

納税等関係
市税および各種使用料の納付
※各種使用料については、納付書を持参
した場合に限ります。

住民関係

戸籍謄本・抄本、住民票の写し、身分証
明書、印鑑登録および印鑑登録証明書な
どの交付、パスポートの受け取り（４月
28 日・５月１日のみ）

■取り扱う窓口業務

固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

問 

伊
奈
庁
舎
税
務
課　
☎
58
‐
２
１
１
１

お知らせ

４
月
９
日
㈫
発
送
予
定
で
す

　

平
成
31
年
度
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
納
税
通
知
書
は
、
４
月
９
日

㈫
に
発
送
す
る
予
定
で
す
。
納
税
通

知
書
が
届
い
た
ら
、
課
税
明
細
書
に

記
載
さ
れ
て
い
る
固
定
資
産（
土
地
・

家
屋
）
の
内
容
に
つ
い
て
、
次
の
①

～
④
に
注
意
し
、
確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。

①
賦
課
期
日
で
あ
る
平
成
31
年
１
月

　

１
日
現
在
で
所
有
し
て
い
る
固
定

　

資
産
（
土
地
・
家
屋
）
が
す
べ
て

　

記
載
さ
れ
て
い
る
か

②
平
成
30
年
12
月
31
日
以
前
に
取
り

　

壊
し
た
家
屋
や
、
所
有
者
を
変
更

　

し
た
資
産
が
含
ま
れ
て
い
な
い
か

③
土
地
の
地
目
や
家
屋
の
種
類
が
現

　

状
と
合
っ
て
い
る
か

④
住
宅
や
ア
パ
ー
ト
の
敷
地
と
し
て

　

使
用
さ
れ
て
い
る
土
地
の
場
合
、

　

住
宅
用
地
の
特
例
適
用
表
示
が
さ

　

れ
て
い
る
か

　

な
お
、
郵
便
事
情
に
よ
り
お
届
け

に
時
間
を
要
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

が
、
届
か
な
い
場
合
は
、
お
手
数
で

す
が
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
誤
っ
て
他
人
宛
て
の
納
税

通
知
書
が
配
達
さ
れ
た
り
、
そ
れ
を

誤
っ
て
開
封
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に

は
、
最
寄
り
の
郵
便
局
へ
ご
連
絡
を

お
願
い
し
ま
す
。

固
定
資
産
の
縦
覧
が
で
き
ま
す

問 

伊
奈
庁
舎
税
務
課　
☎
58
‐
２
１
１
１

お知らせ

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
納

税
者
の
方
は
、
固
定
資
産
税
課
税
台

帳
に
登
録
さ
れ
た
土
地
や
家
屋
な
ど

を
縦
覧
帳
簿
に
よ
り
縦
覧
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
納
税
者
の
皆
さ
ん

が
、
ほ
か
の
土
地
や
家
屋
の
価
格
と

の
比
較
が
で
き
ま
す
。

▼
縦
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
＝
固

　

定
資
産
税
の
納
税
者

▼
縦
覧
期
間
＝
４
月
１
日
㈪
～
５
月

　

７
日
㈫　

午
前
８
時
30
分
～
午
後

　

５
時
15
分（
土
、日
、祝
日
を
除
く
）

▼
縦
覧
方
法
＝
印
鑑
、
納
税
者
本
人

　

で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
も
の

　
（
運
転
免
許
証
な
ど
）
を
持
参
の

　

上
、
伊
奈
庁
舎
２
階
の
税
務
課
ま

　

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
縦
覧
帳
簿
記
載
事
項

〇
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
…
所
在
、

　

地
番
、
地
目
、
地
積
、
価
格

〇
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
…
所
在
、

　

家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
、
床
面

　

積
、
価
格

県
民
交
通
災
害
共
済
に
加
入
し
ま
せ
ん
か

問 

伊
奈
庁
舎
防
災
課　
☎
58
‐
２
１
１
１

手続き・申請

　

県
民
交
通
災
害
共
済
は
、
道
路
を

通
行
中
の
自
動
車
、
バ
イ
ク
、
自
転

車
な
ど
の
接
触
、
衝
突
な
ど
の
交
通

事
故
に
遭
っ
た
会
員
の
方
に
見
舞
金

を
支
払
う
共
済
制
度
で
す
。

　

加
入
を
希
望
す
る
方
は
、
会
費
を

持
参
の
上
、
申
込
窓
口
ま
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。

▼
共
済
期
間
＝
4
月
1
日
㈪
～

　

２
０
２
０
年
3
月
31
日
㈫

※
4
月
1
日
以
降
に
加
入
し
た
場
合

の
共
済
期
間
は
、
申
し
込
み
日
の
翌

日
か
ら
２
０
２
０
年
3
月
31
日
㈫
ま

で
と
な
り
ま
す
。

▼
加
入
対
象
＝
当
市
に
住
民
登
録
の

　

あ
る
方

▼
年
会
費
＝
大
人
９
０
０
円
、
中
学

　

生
以
下
５
０
０
円
（
平
成
31
年
4

　

月
1
日
現
在
）

▼
申
込
窓
口
＝
市
民
窓
口
課
（
伊
奈

　

庁
舎
お
よ
び
谷
和
原
庁
舎
）

▼
受
付
開
始
＝
2
月
1
日
㈮
か
ら

窓
口
の
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
こ

の
た
め
市
で
は
、
５
月
１
日
㈬
に
開

庁
し
、
窓
口
業
務
の
一
部
を
臨
時
的

に
行
い
ま
す
。

　

取
り
扱
う
業
務
は
、
各
種
証
明
書

の
交
付
や
、
市
税
な
ど
の
収
納
業
務

で
す
。
な
お
、
４
月
28
日
㈰
、
５
月

５
日
㈰
も
、
日
曜
開
庁
（
午
前
中
）

を
実
施
し
ま
す
。

※
住
民
票
の
異
動
（
転
入
・
転
出
な

ど
）
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
パ
ス
ポ
ー
ト
の
受
け
取
り
は
、
４

月
28
日
㈰
、
５
月
１
日
㈬
の
伊
奈
庁

舎
の
開
庁
時
間
の
み
可
能
で
す
。

※
パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
手
続
き
は
で

き
ま
せ
ん
。

※
軽
自
動
車（
50
㏄
の
バ
イ
ク
な
ど
）

の
登
録
や
廃
止
は
で
き
ま
せ
ん
。


